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☆人工知能は発明者たり得るか

～Thaler v. Vidal事件連邦巡回区控訴裁判所判決の紹介～ ⑴

１　人工発明者プロジェクト
人工知能（AI）技術の進歩により、人間に勝る

とも劣らぬ能力を持ったAIが色々な分野で登場す
るに至っている。AIの法的地位についての議論も
活発となる中で、「統合科学の自律起動のための装
置（Device for the Autonomous Bootstrapping of 
Unified Science）」略してDABUSと呼ばれるAIが発
明したとして、発明者欄に、「DABUS、本発明は人

工知能によって自律的に生み出された（The inven-
tion was autonomously generated by an artificial 
intelligence）」と記載された特許出願が各国に出され
ている。「人工発明者（Artificial Inventor）プロジェ
クト」１と呼ばれる一連の特許出願は、WIPOマガ
ジンでも取り上げられた２。DABUSを発明者とし、
スティーブン・セイラー（Stephen Thaler）を出願
人とする特許出願については、各国の特許庁や裁判
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